
公立大学法人滋賀県立大学職員給与規程 
 

平  成  １ ８  年  ４  月  １ 日 
公立大学法人滋賀県立大学規程第 27号 

 
 （目的） 
第１条 この規程は、公立大学法人滋賀県立大学職員就業規則（以下「職員就業規則」という。） 

第３２条の規定に基づき、公立大学法人滋賀県立大学（以下「法人」という。）に勤務する職 
員の給与に関する事項を定めることを目的とする。 

 
 （給与の支払い） 
第２条 職員の給与は、その全額を通貨で直接職員に支払う。ただし、法令または労働基準法（昭 

和２２年法律第４９号）第２４条第１項の規定に基づく協定がある場合には、法令または当該 
協定に定められる金額を控除して支払う。 

２ 前項の給与は、職員から申し出があるときは、その全部または一部を当該職員の預金口座へ
の振り込みによる方法により支払うことができる。 

３ いかなる給与も理事長が定める規程に基づかずに職員に対して支給してはならない。 
 
 （給与の種類） 
第３条 給与は、給料および手当とする。 
２ 手当は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴 
任手当、入試手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期
末手当および勤勉手当とする。 

 
 （給料） 
第４条 給料は、公立大学法人滋賀県立大学職員の勤務時間、休日および休暇等に関する規程 
 （以下「勤務時間規程」という。）に規定する勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。） 
による勤務に対する報酬をいう。 

 
 （給料表の種類） 
第５条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該 

給料表に定めるところによる。 
（１）教育職給料表（別表第１） 
（２）一般職給料表（別表第２） 
（３）技能労務職給料表（別表第３） 
２ 職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づきこれを前項の給料表（以下単に「給 
料表」という。）に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な 
職務の内容は、級別標準職務表（別表第４）に定めるとおりとする。 

３ 理事長は、すべての職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付けし、給料表によ 
り職員に給料を支給しなければならない。 

 
 （初任給） 
第６条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の給料は、理事長が定める初任給の基準に 
 従い決定する。 
 
 （昇格および降格） 
第７条 職員の昇格および降格は、理事長が定める基準による。 
２ 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合または一の職から同じ職務の級の初任給 

の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、理事長の定めるところにより決定する。 
 
 （昇給） 
第８条 職員の昇給は、公立大学法人滋賀県立大学職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則（以

下「細則」という。）で定める日に、同日前において細則で定める日以前１年間における当該
職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日
の前日までの間に当該職員が職員就業規則第４５条の規定による懲戒処分を受けたことその他
これに準ずるものとして理事長が定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮す
るものとする。 

２ 前項の規定により職員（次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。）を昇給さ
せるか否かおよび昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な
成績で勤務した職員の昇給の号給数を４号給とすることを標準として理事長が定める基準に従
い決定するものとする。 



３ 次の各号に掲げる職員の昇給は、第１項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が
特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させ
る場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて理事長が定める基準に従い決定するものとする。 

 （１）55 歳（技能労務給料表の適用を受ける職員にあっては、57 歳）に達した日の属する年度
（４月１日から翌年の３月 31 日までをいう。）の末日を超えて在職する職員（次号に掲げ
る職員を除く。） 

 （２）一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級であるものおよび同表以外の各
給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして理事長が定める職
員 

４ 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。 
５ 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。 
６ 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 
 
 （給料の支給） 
第９条 給料は、月の１日から末日までの期間（以下この条において「給与期間」という。）  
について、その月の月額の全額を毎月１回２１日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に  
関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「祝日法による休日とい
う。）、日曜日または土曜日に当たるときは、その日前において最も近い祝日法による休日、
日曜日または土曜日でない日を支給日とする。 

２ 期末手当および勤勉手当の支給日は次の各号に定める日とする。ただしその支給日が日曜日 
に当たるときは、支給日の前々日とし、土曜日に当たるときは、支給日の前日とする。 

 （１）６月に支給するもの ６月３０日 
 （２）１２月に支給するもの １２月１０日 
３ 給料の調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当お 

よび単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし給料の支給日までにこれらの 
給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後 
に支給する。 

４ 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当および管理職員特別勤務手当は、一の給与期 
間の分を次の給与期間における第１項に定める日に支給する。ただし、やむを得ない事情によ 
りその日に支給できないときは、その日後に支給する。 

５ 入試手当は、入試業務が終了した日が属する給与期間の次の給与期間における第１項に定め
る日に支給する。ただし、やむを得ない事情によりその日に支給できないときは、その日後に
支給する。 

６ 職員が当該職員または当該職員の収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、
葬儀、その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与
期間中給料の支給日前であっても請求の日までの給料を日割計算によって支給する。 

 
 （給料の日割計算） 
第１０条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に 

異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。  
２ 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。 
３ 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。 
４ 第１項または第２項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給する 

とき以外のとき、またはその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月 
の現日数から週休日（勤務時間規程第４条に規定する「週休日」をいう。以下同じ。）の日数 
を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 

５ 第１項または第２項に規定するもののほか給料を日割りによって支給する場合については、 
 理事長が別に定める。 
 
 （給料の調整額） 
第１１条 理事長は、給料月額が職務の複雑、困難もしくは責任の度または勤労の強度、勤務時 
間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し 

 適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額の調整額表を定めることができる。 
２ 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の１００分の２５を 

超えてはならない。 
 
 （管理職手当） 
第１２条 管理職手当は、管理または監督の地位にある別表第５に掲げる者（以下「管理職員」 
という。）に対し、その職の特殊性に基づき、その区分に応じて理事長が定める額を支給する。 

２ 前項の理事長が定める額は、管理職員の属する職務における最高の号給の給料月額の１００ 
分の２５を超えてはならない。 



３ 職員が月の１日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合（第３２条第１ 
項に該当し理事長の承認を得て勤務しなかった場合を除く。）は、管理職手当は支給しない。 

 
 （初任給調整手当） 
第１３条 初任給調整手当は、医学または歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員
の補充が困難であると認められる職で理事長が指定するものに対し、月額５２，１００円を超えな
い範囲内の額を採用の日から３５年以内の期間、採用の日から１年を経過するごとにその額を減じ
て支給する。 

２ 初任給調整手当の支給される職員の範囲、支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な 
事項は、理事長が別に定める。 

 
 （扶養手当） 
第１４条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。 
２ 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の 
扶養をうけているものを扶養親族とする。 

（１）２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子 
（２）２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある孫 
（３）６０歳以上の父母および祖父母 
（４）２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある弟妹 
（５）心身に著しい障害を有する者 
３ 扶養手当の月額は、前項第１号に該当する扶養親族（次項において「扶養親族たる子」とい

う。）については１人につき１３，０００円、扶養親族たる父母当等については１人につき６，
５００円（教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が４級であるものおよび一般職給
料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級であるものにあっては、３，５００円）とする。 

４ 扶養親族たる子のうちに満１５歳に達する日後の最初の４月１日から満２２歳に達する日以 
後の最初の３月３１日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定に
かかわらず、５０００円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規
定による額に加算した額とする。 

５ 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支
給に関し必要な事項は、理事長が定める。 

 
第１５条 （削除） 
 
 （地域手当） 
第１６条 地域手当は、法人の存する地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域におけ 

る物価等を考慮して、給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に１００分の５．７を
乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）を支給する。 

 
（住居手当） 

第１７条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。 
（１）自ら居住するための住宅（貸間を含む。次号において同じ。）を借り受け、月額１３，００

０円を超える家賃（使用料を含む。以下同じ。）を支払っている職員（法人から宿舎を貸与
されている職員その他理事長が定める職員を除く。） 

（２）第１９条第１項または第３項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者（届
出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。）が居住す
るための住宅（法人が貸与する宿舎その他理事長が定める住宅を除く。）を借り受け、月額
１３，０００円を超える家賃を支払っているものまたはこれらのものとの権衡上必要がある
と認められるものとして理事長が定めるもの 

２ 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額（第１号に
掲げる職員のうち第２号に掲げる職員でもあるものについては、第１号に定める額および第２
号に定める額の合計額）とする。 

（１）前項第１号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額（その
額に１００円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）に相当する額 

  ア 月額３１，０００円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から１３，０００円を
控除した額 

  イ 月額３１，０００円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から３１，０００円
を控除した額の２分の１（その控除した額の２分の１が１２，０００円を超えるときは、
１２，０００円）を１８，０００円に加算した額 

（２）前項第２号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の２分の１に相当する額（そ
の額に１００円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額） 

３ 前２項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 



 
 （通勤手当） 
第１８条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。 
（１）通勤のため交通機関または有料の道路（以下この条において「交通機関等」という。）を利

用してその運賃または料金（以下この項から第３項までにおいて「運賃等」という。）を負
担することを常例とする職員（交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であ
る職員以外の職員であって交通機関等を利用 

  しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるも   
のおよび第３号に掲げる職員を除く。） 

（２）通勤のため自動車（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第３条に規定する普通自動   
車をいう。以下この条において同じ。）または自転車その他理事長が定める交通の用具（以
下この項、次項および第７項において「自転車等」という。）を使用することを常例とする
職員（自動車または自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の
職員であって自動車または自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通
勤距離が片道２キロメートル未満であるものおよび次号に掲げる職員を除く。） 

（３）通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車または自転車等を使   
用することを常例とする職員（交通機関等を利用し、または自動車もしくは自転車等を使用   
しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せ   
ず、かつ、自動車または自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤   
距離が片道２キロメートル未満であるものを除く。） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 
（１）前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、理事長が定めるところにより算出した当

該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額（次項および第５項において
「運賃相当額」という。） 

（２）前項第２号に掲げる職員 次に掲げる区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定   
める額（支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して理事長が定める職員にあっては、当該額  
から理事長が定める額を減じた額） 

  ア 自動車を使用する場合 その使用距離に応じて４１，３００円を超えない範囲内で理事
長が定める額（自動車の駐車のための施設で理事長が定めるものを併せて利用している場
合にあっては、当該額に３，５００円を超えない範囲内で理事長が定める額を加算した額） 

    イ 自転車等を使用する場合  その使用距離に応じて別表第７に定める額（自転車等の駐車    

のための施設で理事長が定めるものを併せて利用している場合にあっては、当該額に１，

５００円を超えない範囲内で理事長が定める額を加算した額） 
（３）前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車または自転車等を利用せ   

ず、かつ、自動車または自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤 
  距離、交通機関等の使用距離、自動車または自転車等の使用距離等の事情を考慮して理事長   

が定める区分に応じ、前２号に定める額、第１号に定める額または前号アもしくはイに定め   
る額 

３ 就業場所を異にする異動または就業場所の移転に伴い、通勤の実情に変更を生ずることとな 
った職員で理事長が定めるもののうち、第１項第１号または第３号に掲げる職員で、当該異動 
の直前の住居（当該住居に相当するものとして理事長が定める住居を含む。）からの通勤のた 
め、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等（第１号、次項および
第５項において「新幹線鉄道等」という。）を利用し、その利用に係る特別料金等（その利用に
係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。
第１号および次項において同じ。）を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる 通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（１）新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、理事長が定
めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当す
る額（第５項において「特別料金等相当額」という。） 

（２）前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額 
４ 前項の規定は、新たに職員就業規則の適用を受ける職員となった者のうち、第１項第１号ま

たは第３号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居（当該住居に該当するものとして理事長が
定める住居を含む。）からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が理事長が定める基準に照
らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係
る特別料金等を負担することを常例とするもの（採用の事情等を考慮して理事長が定める職員
に限る。）その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認めら
れるものとして理事長が定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。 

５ 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額（交通機関等が２以上ある場合にお
いては、その合計額）、第２項第２号アに定める自動車の使用距離に応じて４１，３００円を
超えない範囲内で理事長が定める額、同号イに定める自転車等の使用距離に応じて１６，６０
０円を超えない範囲内で理事長が定める額および特別料金等相当額をその支給単位期間の月数



で除して得た額（新幹線鉄道等が２以上ある場合においては、その合計額）の合計が１５０，
０００円を超える職員の通勤手当の額は、前３項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に
係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、１５０，０００（同号アに定める自動
車の駐車のための施設で理事長が定めるものを併せて利用している場合にあっては、１５０，
０００円に同号アに定める３，５００円を超えない範囲内で理事長が定める額を加算した額、
同号イに定める自転車等の駐車のための施設で理事長が定めるものを併せて利用している場合
にあっては、１５０，０００円に同号イに定める１，５００円を超えない範囲内で理事長が定
める額を加算した額）に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。 

６ 通勤手当は、支給単位期間（理事長が定める通勤手当にあっては、理事長が定める期間）に 
係る最初の月の給料の支給日に支給する。 

７ 通勤手当を支給される職員につき、退職その他の理事長が定める事由が生じた場合には、当 
該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して理事長が定める額を 
返納させるものとする。 

８ この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として６箇月を超 
えない範囲内で１箇月を単位として理事長が定める期間（自動車または自転車等に係る通勤手 
当にあっては、１箇月）をいう。 

９ 前各号に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給 
および返納に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

 
 （単身赴任手当） 
第１９条 単身赴任手当は、就業場所を異にする異動または就業場所の移転に伴い、住居を移転 

し、父母の疾病その他理事長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居す 
ることとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する就業場所に通勤 
することが通勤距離等を考慮して理事長が定める基準に照らして困難であると認められるもの 
のうち、単身で生活することを常況とする職員に支給する。ただし、配偶者の住居から在勤す 
る就業箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して理事長が定める基準に照らして困難であ 
ると認められない場合は、この限りでない。 

２ 単身赴任手当の月額は、３０，０００円（理事長が定めるところにより算定した職員の住居 
と配偶者の住居との間の交通距離（以下単に「交通距離」という。）が理事長が定める距離以 
上である職員にあっては、その額に、７０，０００円を超えない範囲内で交通距離の区分に応 
じて理事長が定める額を加算した額）とする。 

３ 新たにこの規程の適用を受けることとなったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病 その
他の理事長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職
員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する就業場所に通勤することが通勤距
離等を考慮して理事長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生
活することを常況とする職員その他第１項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権
衡上必要があると認められるものとして理事長が定める職員には、前２項の規定に準じて、単
身赴任手当を支給する。 

４ 前３項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当 
の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

 
（入試手当） 

第１９条の２ 入試手当は、職員就業規則第２条第２項に定める教員が別表第７の２の区分欄に
掲げる一般選抜試験および特別選抜試験にかかる委員等を務め当該入試業務に従事した場合
に、その区分に応じ手当額欄に掲げる額を支給する。 

２ 前項の規定にかかわらず、任期の途中で委員等を辞任した場合および任期の途中から委員等
に就任した場合の入試手当の額は、在任期間に応じて別表第７の２の手当額欄に掲げる額を月
割りで算定した額（その額に１円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。）と
する。 

 
（大学入学共通テスト手当） 

第１９条の３ 大学入学共通テスト手当は、職員就業規則第２条第１項に定める職員が別表７の
３の区分欄に掲げる大学入学共通テストにかかる本部員等を務め当該入試業務に従事した場合
に手当額欄に掲げる額を支給する。 

 
 （給与の減額） 
第２０条 職員が勤務しないときは、勤務時間規程第６条の２に規定する時間外勤務代休時間（以 
下「時間外勤務代休時間」という。）、祝日法による休日または１２月２９日から翌年の１月 
３日までの日（祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。）である場合、休 
暇による場合その他その勤務しないことにつき特に理事長の承認があった 場合を除き、その 
勤務しない１時間につき、第２４条第１項に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額して給 



与を支給する。 
２ 職員が承認を得ないで勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算する 
ものとし、その時間数に１時間未満の端数を生じた場合においてその端数が３０分以上のとき 
は１時間とし、３０分未満のときは切り捨てる。 

３ 前項の承認の基準は、理事長が別に定める。 
４ 第１項の規定により減額すべき給与額は、その月の翌月以降の給与から差し引くものとする。 
 
 （時間外勤務手当） 
第２１条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務し 

た全時間に対して、勤務１時間につき、第２４条第１項に規定する勤務１時間当たりの給与額 
に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める割合（そ 
の勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合には、その割合に１００分の２５
を 加算した割合）を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。 
（１）正規の勤務時間が割り振られた日（次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員

に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。以下同じ。）における勤務 １００分
の１２５ 

（２）前号に掲げる勤務以外の勤務 １００分１３５ 
２ 前項の規定にかかわらず、勤務時間規程第６条の規定により、あらかじめ勤務時間規程第４ 

条第２項により割り振られた１週間の正規の勤務時間（以下この条において「割振り変更前の 
正規の勤務時間」という。）を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正 
規の勤務時間を超えて勤務した全時間（理事長が定める時間を除く。）に対して、勤務１時間 
につき、第２４条に規定する勤務１時間当たりの給与額に１００分の２５を乗じて得た額を時 
間外勤務手当として支給する。 

３ 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務（勤務時間規程 
 第４条第１項および第６条の規定による週休日における勤務のうち理事長が別に定めるものを 
除く。）の時間と、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変 
更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間（前項に規定する理事長が定める時間を除く。） 
との合計が１箇月について６０時間を超えた職員には、その６０時間を超えて勤務した全時間 
に対して、前２項の規定にかかわらず、勤務１時間につき、第２４条第１項に規定する勤務 

 １時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割 
合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。 

 （１）正規の勤務時間外にした勤務の時間 １００分の１５０（その勤務が午後１０時から    
翌日の午前５時までの間である場合には、１００分の１７５） 

 （２）割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 １００分の５０ 
４ 時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しな 
かったときは、労使協定により、前項に規定する６０時間を超えて勤務した全時間のうち当該 
時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時 
間１時間につき、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の時間外 
勤務手当を支給することを要しない。 

  （１）正規の勤務時間外にした勤務の時間 第２４条第１項に規定する勤務１時間当たりの給    
与額に１００分の１５０（その時間が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合    
には、１００分の１７５）から第１項各号に規定する割合（その時間が午後１０時から翌
日の午前５時までの間である場合には、その割合に１００分の２５を加算した割合）を減
じた割合を乗じて得た額 

 （２）割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 第２４条第１項に規定する勤    
務１時間当たりの給与額に１００分の５０から第２項に規定する割合を減じた割合を乗じ 

   て得た額 
 
（休日勤務手当） 
第２２条 祝日法による休日および年末年始の休日（以下「休日等」という。）において正規の 

勤務時間中に勤務を命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間（休日等における 
勤務時間規程第８条の規定（以下「休日の振替に関する規定」という。）に基づき、正規の勤 
務時間において勤務することを要しないこととされる時間に相当する時間を除く。）、休日の 
振替に関する規定に基づき正規の勤務時間中に勤務することを要しないこととされた時間（休 
日等における正規の勤務時間に相当する時間に限る。）において特に勤務することを命ぜられ 
た職員には当該時間中に勤務した全時間に対して、勤務１時間につき、第２４条第１項に規定 
する勤務１時間当たりの給与額に１００分の１３５を乗じて得た額を休日勤務手当として支給 
する。これらの日に準ずるものとして理事長が定める日において勤務した職員についても、同 
様とする。 

 
 （夜間勤務手当） 



第２３条  正規の勤務時間として午後１０時から翌日の午前５時までの間に勤務することを命ぜ 
られた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務１時間につき、次条に規定する勤務 
１時間当たりの給与額の１００分の２５を夜間勤務手当として支給する。 

 
 （勤務１時間当たりの給与額の算出） 
第２４条 勤務１時間当たりの給与額は、給料の月額およびこれに対する地域手当、ならびに初
任給調整手当の月額の合計額に１２を乗じたものを１週間当たりの勤務時間に５２を乗じたも
のから７時間 45 分に１年間の祝日法による休日（週休日である土曜日を除く。）および年末年
始の休日（週休日を除く。）の数の合計を乗じて得られる時間数を減じたもので除した額とす
る。 

２ 前項の額の算定において、５０銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０銭以上 
 １円未満の端数を生じたときは１円に切り上げる。 
 
 （管理職員特別勤務手当） 
第２５条 管理職員特別勤務手当は、第１２条第１項の規定により管理職手当の支給を受ける職 
員（次項において「管理職員」という。）が臨時または緊急の必要その他の業務の運営の必要
により週休日または休日等（その日に特に勤務を命ぜられて、休日の振替に関する規定により
他の正規の勤務時間が割り振られた日に勤務することを要しないこととされた場合における当
該特に勤務を命ぜられた日を除く。）もしくは休日の振替に関する規定により正規の勤務時間
のすべてが勤務することを要しないこととされた日（次項において「週休日等」という。）に
勤務をした場合に当該職員に対して支給する。 

２ 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時または緊急の必要により
週休日等以外の日の午前１０時から翌日の午前５時までの間（週休日等に含まれる時間を除
く。）であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別
勤務手当を支給する。 

３ 管理職員特別勤務手当の額は、前２項の規定による勤務１回につき、職員の区分に応じて別
表第８に定める額とする。 

４ 前３項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別
に定める。 

 
 （期末手当） 
第２６条 期末手当は、６月１日および１２月１日（以下この条から第２９条までにおいてこれらの
日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の第１０条
第２項各号に定める日（以下次条および第２９条においてこれらの日を「支給日」という。）に支給
する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、もしくは職員就業規則第２５条の規定により解雇さ
れ、または死亡した職員（第３２条第９項の規定の適用を受ける職員および理事長が定める職員を
除く。）についても同様とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、１００分の１２６．２５（一般職給料表の適用を受ける職員
でその職務の級が８級であるもの（第３０条第２項において「特定幹部職員」という。）にあって
は、１００分の１０６．２５を乗じて得た額）に、基準日以前６箇月以内の期間における当該職員の
在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額（その額に１円未
満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

 （１）６箇月 １００分の１００ 
 （２）５箇月以上６箇月未満 １００分の８０ 
 （３）３箇月以上５箇月未満 １００分の６０ 
 （４）３箇月未満 １００分の３０ 
３ 定年前再雇用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「１００分の１２６．
２５」とあるのは「１００分の７１．２５」と、「１００分の１０６．２５」とあるのは「１００分
の６１．２５」とする。 

４ 第２項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在（退職し、もしくは解雇され、または死 
亡した職員にあっては、退職し、もしくは解雇され、または死亡した日現在）において職員が 
受けるべき給料および扶養手当の月額ならびにこれらに対する地域手当の月額の合計額とす
る。 

５ 職務の複雑、困難および責任の度等を考慮して各給料表ごとに理事長が定める職員について 
は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額およびこれに対する地域 
手当の月額の合計額に職務段階、職務の級等を考慮して理事長が定める職員の区分に応じて 

 １００分の２０を超えない範囲内で理事長が定める割合を乗じて得た額（理事長が定める管理 
または監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に１００分の２５を超えない範囲 
内で理事長が定める割合を乗じて得た額を加算した額）を加算した額を前項の期末手当基礎額 
とする。 

６ 第２項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 



 
第２７条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の規定にかかわらず、当該各号の 
基準日に係る期末手当（第４号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当） 
は、支給しない。 
（１）基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に職員就業規則第４６条第１項

第５号の規定による懲戒解雇の処分を受けた職員 
（２）基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に職員就業規則第２５条の規定

により解雇された職員（同条第１項第１号に該当して解雇された職員を除く。） 
（３）基準日前１箇月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退

職した職員（前２号に掲げる者を除く。）で、その退職した日から当該支給日の前日まで
の間に禁錮以上の刑に処せられたもの 

（４）次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者（当該処分を
取り消された者を除く。）で、当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以
上の刑に処せられたもの 

 
第２８条 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日ま 

でに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止 
めることができる。 
（１）退職した日から当該支給日の前日までの間に、当該職員の在職期間中の行為に係る刑事

事件に関して、当該職員が起訴（当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められて
いるものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第６編に規定する略式手続に
よるものを除く。第３項において同じ。）をされ、その判決が確定していない場合 

（２）退職した日から当該支給日の前日までの間に、当該職員の在職期間中の行為に係る刑事
事件に関して、当該職員が逮捕された場合または当該職員から聴取した事項もしくは調査
により判明した事実に基づき当該職員に犯罪があると思料するに至った場合であって、当
該職員に対し期末手当を支給することが、法人に対する信頼を確保し、期末手当に関する
制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。 

２ 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分（以下「一時差止処分」という。） 
を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。 

３ 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受 
けるべき者の所在が知れないときは、同項の規定による通知を、当該職員の氏名および同項の
書面をいつでも当該職員に交付する旨を法人構内の掲示場に掲示することによって行うことが
できる。この場合においては、掲示をした日から起算して２週間を経過したときに、当該通知
が当該職員に到達したものとみなす。 

４ 第２項の規定による一時差止処分を受けた者は、別に定めるところにより異議申立てをする 
ことができる。 

５ 理事長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速や 
かに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第３号に該当する場合において、 

 一時差止処分を受けた者が当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されて
いるときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、
この限りでない。 
（１）一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し

禁錮以上の刑に処せられなかった場合 
（２）一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事

件につき公訴を提起しない処分があった場合 
（３）一時差止処分を受けた者が当該職員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し提訴をさ

れることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して１年を経過した場合 
６ 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実または生じた事情に基づき、期末 
 手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるも 

のではない。 
７ 前各号に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 
 
 （勤勉手当） 
第２９条 勤勉手当は、６月１日および１２月１日（以下この項から第３項までにおいてこれら

の日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における
直近の人事評価の結果および基準日以前６箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それ
ぞれ基準日の属する月の第９条第２項各号に定める日に支給する。これらの基準日前１箇月以
内に退職し、もしくは解雇され、または死亡した職員（理事長が定める 職員を除く。）につ
いても同様とする。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、基準日以前６箇月以内の期間における当該職員の勤務期間
の別表第９に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合（以下「期間率」という。）に理事長が定め



る当該職員の勤務成績による割合を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端
数を切り捨てた額）とする。この場合において、法人が支給する勤勉手当の額の次の各号に掲げる職
員の区分ごとの総額は、当該各号に掲げる額を超えてはならない。 

  （１）前項の職員のうち定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当
該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、もしくは解雇され、または死亡した日現在。次項に
おいて同じ。）において受けるべき扶養手当の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計
額を加算した額に１００分の１０６．２５（特定幹部職員にあっては、１００分の１２６．２
５）を乗じて得た額の総額 

  （２）前項の職員のうち定年前再雇用短時間勤務職員 当該定年前再雇用短時間勤務職員の勤勉手
当基礎額に１００分の５１．２５（特定幹部職員にあっては、１００分の６１．２５）を乗じて
得た額の総額 

３ 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額お 
よびこれに対する地域手当の月額の合計額とする。 

４ 第２６条第５項の規定は、第２項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において同 
条第５項中「前項」とあるのは、「第２９条第３項」と読み替えるものとする。 

５ 前２条の規定は、第１項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、 
第２７条中「前条第１項」とあるのは「第２９条第１項」と、同条第１号中「基準日から」と 
あるのは「基準日（第２９条第１項に規定する基準日をいう。以下この条および次条において 
同じ。）から」と、「支給日」とあるのは「支給日（それぞれ基準日の属する月の第９条 

 第２項各号に定める日（以下この条および次条において同じ。）」と読み替えるものとする。 
 
 （特定の職員についての適用除外） 
第３０条 第２１条から第２３条までの規定は、第１２条第１項の適用を受ける職員には適用し 

ない。 
２  第６条、第７条第２項、第８条、第１３条、第１４条および第１７条の規定は、定年前再雇
用短時間勤務職員については、適用しない。 

 
 （管理職手当等の支給方法） 
第３１条 管理職手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当および 勤勉手当

の支給の方法に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 
 
 （休職者の給与） 
第３２条 職員が業務により負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤（地方公務員災害補償 
法（昭和４２年法律第１２１号）第２条第２項および第３項に規定する通勤をいう。）により 

 負傷し、もしくは疾病にかかり、職員就業規則第１６条第１項第１号に掲げる事由により該当 
して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。 

２ 職員が結核性疾患にかかり職員就業規則第１６条第１項第１号に該当して休職にされたとき 
は、その休職の期間が満２年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当お 
よび期末手当のそれぞれ１００分の８０を支給することができる。 

３ 職員が前２項以外の心身の故障により職員就業規則第１６条第１項第１号に該当して休職に 
されたときは、その休職の期間が満１年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、 
住居手当および期末手当のそれぞれ１００分の８０を支給することができる。  

４ 職員が職員就業規則第１６条第１項第２号に該当して休職にされたときは、その休職の期間 
中、これに給料、扶養手当、地域手当および住居手当のそれぞれ１００分の６０以内を支給す 
ることができる。                       （刑事事件起訴） 

５ 職員が職員就業規則第１６条第１項第３号または第４号に該当して休職にされたときは、そ 
の休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ 

 １００分の７０以内を支給することができる。          （研修等） 
６  職員が職員就業規則第１６条第１項第５号に該当して休職にされた場合で、その原因である 
災害が公務上災害または通勤による災害と認められるときは、その休職の期間中、これに給料、 
扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ１００分の１００以内を支給するこ 
とができる。                         （水難行方不明） 

７ 職員就業規則第１６条第１項第６号の規定の適用を受け休職にされた場合で、理事長が必要 
と認めたときは、理事長が必要と認める期間中、これに給料、扶養手当、地域手当および住居 
手当のそれぞれ１００分の７０以内を支給することができる。   （特別事由休職） 

８ 休職中の職員には、他の規程に別段の定めがない限り、前７項に定める給与を除くほか、い 
かなる給与も支給しない。 

９ 第２項、第３項、第５項および第６項に規定する職員が、当該各号に規定する期間内で 
 第２７条第１項に規定する基準日前１箇月以内に退職し、もしくは職員就業規則第２５条第１ 
項第１号（被後見人等該当）に該当して解雇され、または死亡したときは、当該各項の例によ 
る額の期末手当を支給することができる。 



１０ 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第２７条および第２８条の 
 規定を準用する。この場合において第２７条中「前条第１項」とあるのは、「第３２条第９項」 
 と読み替えるものとする。 
 
 （委任） 
第３３条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 
 
   付 則 
１ この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 
 
２ この規程の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において滋賀県公立学校職員の給与 

に関する条例（昭和３２年滋賀県条例第２８号。以下「学校職員給与条例」という。）第４条 
第１項第１号に規定する大学教育職給料表（以下「旧表」という。）の適用を受けていた者で 
あって、公立大学法人滋賀県立大学への職員の引継ぎに関する条例（平成１８年滋賀県条例第 
９号）により引き続き法人の職員となった者（以下「移行教員」という。）の給料表は、別に 
辞令を発せられない限り、教育職給料表（以下「新表」という。）を適用するものとする。  
この場合において、同表における職務の級は、施行日の前日に受けていた旧表の職務の級が 

 １級である者は新表１級、旧表の職務の級が２級である者は新表２級、旧表の職務の級が３級 
である者は新表３級、旧表の職務の級が４級である者は新表４級とし、号給は、次項に規定す 
る職員を除き、施行日の前日に受けていた旧表の号給および当該号給の発令を受けた日から施 
行日の前日までの期間（理事長の定める職員にあっては、理事長の定める期間。）に応じて別 
表第１に定める対応の号給とする。 

 
３ 施行日の前日において旧表の職務の級の最高号給を超える給料月額を受けていた移行教員に 
あっては、対応する新表の職務の級の最高の号給とする。ただし、旧表４級であって別表第２ 
に掲げる給料月額を受けていた者については、当該給料月額の発令を受けた日から施行日の前 
日までの期間に応じて同表に定める対応の号給とする。 

 
４ 滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年滋賀県条例第５６号。以下 
「派遣条例」という。）第２条第１項第２号の規定により法人に派遣となった者（以下「派遣 
職員」という。）の施行日における給料表の適用は、第５条第１項第１号に規定する一般職給 
料表を滋賀県職員等の給与に関する条例（昭和３２年滋賀県条例第２７号。以下「給与条例」 
という。）第３条第１項第３号に規定する行政職給料表と、第５条第１項第３号に規定する技 
能労務職員給料表を滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則（昭 
和３２年滋賀県規則第３７号。以下「技能労務職員規則」という。）第４条に規定する技能労 
務職員給料表とみなして、給与条例または技能労務職員規則に定める給料の切り替えに準じて、 
職務の級および号給を定める。 

 
５ 移行教員のうちその者の受ける給料月額（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで

の間にあっては平成27年３月31日に受けていた給料月額）が施行日の前日において受けて
いた給料月額（平成21年12月1日施行の新規程において、別表の給料表欄に掲げる給料表の
適用を受ける職員（その職務の級および号給が別表の職務の級欄および号給欄に掲げるも
のである職員を除く。）にあっては当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額、それ以外
の職員にあっては当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に１円未満の
端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。）に達しないこととなるものには、平成
28年３月31日までの間、給料月額（平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間にあ
っては平成27年３月31日に受けていた給料月額）のほか、その差額に相当する額（以下こ
の項において「差額相当額」という。）から、平成26年４月１日から平成27年３月31日ま
での間にあっては差額相当額に３分の１を乗じて得た額（その額が10,000円を超える場合
にあっては、10,000円とする。）を、平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間に
あっては差額相当額に３分の２を乗じて得た額（その額が20,000円を超える場合にあって
は、20,000円とする。）をそれぞれ減じた額（その額に１円未満の端数を生じたときは、
これを切り捨てた額とする。）を給料として支給する。 

 
６ 施行日において派遣条例により同日派遣された派遣職員のうちその者の受ける給料月額

（平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間にあっては平成27年３月31日に受けて
いた給料月額）が施行日の前日において受けていた給料月額（平成21年12月1日施行の新規
程において、別表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員（その職務の級および号
給が別表の職務の級欄および号給欄に掲げるものである職員を除く。）にあっては当該給
料月額に100分の99.1を乗じて得た額、それ以外の職員にあっては当該給料月額に100分の
99.34を乗じて得た額とし、その額に１円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額と
する。）に達しないこととなるものには、平成28年３月31日までの間、給料月額（平成27
年４月１日から平成28年３月31日までの間にあっては平成27年３月31日に受けていた給料



月額）のほか、その差額に相当する額（以下この項において「差額相当額」という。）か
ら、平成26年４月１日から平成27年３月31日までの間にあっては差額相当額に３分の１を
乗じて得た額（その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円とする。）を、平成
27年４月１日から平成28年３月31日までの間にあっては差額相当額に３分の２を乗じて得
た額（その額が20,000円を超える場合にあっては、20,000円とする。）をそれぞれ減じた
額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。）を給料とし
て支給する。 

 
７ 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、採用の事情等を考慮 
して前２項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当 
該職員には、理事長が定めるところにより、前３項の規定に準じて、給料を支給する。 

 
８ 前３項の規定による給料を支給される職員に関する第１１条第２項および第２６条第５項  

（第２９条第４項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定の適用に  
ついては、第１１条第２項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月  
額と付則第２項から第４項までの規定による給料の額との合計額」と、第２６条第５項中「給  
料月額」とあるのは「給料月額と付則第４項から第６項までの規定による給料の額との合計
額」とする。 

 
９ 施行日の前日までに、学校職員給与条例、給与条例または技能労務職員規則の規定により認 

定されていた移行教員および派遣職員にかかる扶養手当、住居手当、通勤手当および単身赴任 
手当については、支給要件を異にする場合を除いて、施行日においてこの規程により認定され 
たものとみなす。 

 
10 平成２２年３月３１日までの間における第１６条の規定の適用については、同条中 
 「１００分の７」とあるのは「１００分の７を超えない範囲内で理事長が定める割合」とする。 
 
   （地域手当に関する特例） 
11 当分の間、第１６条中「１００分の７」とあるのは「１００分の７を超えない範囲内で理事 

長が定める割合」とする。 
 
別表 

給料表 職務の級 号給 
教育職給料表 
 

１級 １号給から３２号給まで 
２級 １号給から１２号給まで 

一般職給料表 
 

１級 １号給から５６号給まで 
２級 １号給から２４号給まで 
３級 １号給から８号給まで 

技能労務職給料表 （１） １号給から７２号給まで 
（２） １号給から１６号給まで 

 
   付 則 
１ この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 
 
２ 平成１８年４月１日付則第５項から第７項までの規定による給料を支給される職員のうちそ 
の者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の 
号給の給料月額を超える職員についての改正後の第１２条第２項の規定の適用については、平 
成２３年３月３１日までの間は、同項の規定中「管理職員の属する職務の級における最高の号 
給の給料月額」とあるのは、「管理職員の給料月額と平成１８年４月１日付則第５項から第７ 
項までの規定による給料の額との合計額」とする。 

 
 
   付 則 
１ この規程は、理事長が別に定める日から施行する。 
 
２ この規程（第２９条第２項の改正規定を除く。）による改正後の公立大学法人滋賀県立 

大学職員給与規程（以下「新規程」という。）の規定は、平成１９年４月１日から適用す 
る。 

 
３ 改正後の第２９条第２項の規定は、平成１９年１２月１日から適用する。 
 
 （平成１９年４月１日から施行日の前日までの間における異動者の号給） 



４ 平成１９年４月１日からこの規程の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの 
間において、この規程（第２９条第２項の改正規定を除く。）による改正前の公立大学法 
人滋賀県立大学職員給与規程（以下「旧規程」という。）の規定により、新たに給料表の 
適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動の 
あった職員のうち、理事長の定める職員の、新規程の規定による当該適用または異動の日 
における号給は、理事長の定めるところによる。 

 
 （施行日から平成２０年３月３１日までの間における異動者の号給の調整） 
５ 施行日から平成２０年３月３１日までの間において、新規程の規定により、新たに給料 

表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異 
動のあった職員の当該適用または異動の日における号給については、当該適用または異動 
について、まず旧規程の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から新規程の規 
定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定め 
るところにより、必要な調整を行うことができる。 

 
 （平成２０年１２月に支給する勤勉手当の特例措置） 
６ 平成２０年１２月に支給する勤勉手当に係る改正後の第２９条第２項第１号の規定の適 

用については、同号中「１００分の７５」とあるのは「１００分の７２．５」と、 
 「１００分の９５」とあるのは「１００分の９２．５」とする。 
 
 （給与の内払） 
７ 改正後の公立大学法人滋賀県立大学職員給与規程の規定を適用する場合においては、改 

正前の公立大学法人滋賀県立大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正 
後の公立大学法人滋賀県立大学職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。 

 
 （委任） 
８ 付則第４項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理 

事長が別に定める。 
 
   付 則 
 この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 
 
   付 則 
 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。（第２４条関係） 
 
   付 則 
 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。（別表第４の２、別表第５関係） 
 
   付 則 
１ この規程は、平成２１年６月１日から施行する。 
 
２ 平成２１年６月に支給する期末手当および勤勉手当に関する第２６条第２項および第３項な 
らびに第２９条第２項の規定の適用については、第２６条第２項中「１００分の１４０、」と 

 あるのは「１００分の１２５、」と、「１００分の１２０」とあるのは「１００分の１１０」 
と、同条第３項中「「１００分の１４０」とあるのは「１００分の７５」」とあるのは 

 「「１００分の１２５」とあるのは「１００分の７０」」と、「「１００分の１２０」とあるの
は「１００分の６５」」とあるのは「「１００分の１１０」とあるのは「１００分の６０」と、
「１００分の１４０」とあるのは「１００分の７５」」と、第２９条第２項第１号中 
「１００分の７５」とあるのは「１００分の７０」と、「１００分の９５」とあるのは 
「１００分の８５」と、同項第２号中「１００分の３５」とあるのは「１００分の３０」と、
「１００分の４５」とあるのは「１００分の４０」とする。 

 
   付 則 
 この規程は、平成２１年１２月１日から施行する。 
 
    付 則 
１ この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 
 
 （平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの間における住居手当に関する経過措置） 
２ 平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの間における第１７条第２項の規定の適 

用については、同項第２号中「２，２００円」とあるのは「３，４００円」と、同項第４号中 
「１，１００円」とあるのは「１，７００円」とする。 

 



   付 則 
 この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 
 
   付 則 
 この規程は、平成２２年１２月１日から施行する。 
 
   付 則 
 この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 
 
   付 則 
 この規程は、平成２３年１２月１日から施行する。 
 
   付 則 
 この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 
 
   付 則 
 この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 
 
   付 則 
 この規程は、平成２５年５月８日から施行する。 
 
   付 則 
 この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 
 
   付 則 
 この規程は、平成２７年１月１日から施行する。 
 
   付 則 
 この規程は、平成２７年１月６日から施行し、第１３条の規定および別表第１から別表第３ま
では平成２６年４月１日、第２９条の規定は平成２６年１２月１日、別表第６は平成２７年１月
１日から適用する。 
 
   付 則 
１ この規程は、平成 27 年４月１日から施行する。 
２ 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が

同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成 30 年３月 31 日までの
間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。 

３ 平成 27 年４月１日から平成 28 年３月 31 日までの間における規程（平成 18 年４月１日施行）
付則第５項および第６項の規定の適用を受ける職員に対する前項の規定の適用については、「職
員で」とあるのは「職員であって、規程（平成 18 年４月１日施行）付則第５項および第６項の
規定の適用を受けるもので」と、「給料月額に」とあるのは「平成 27 年３月 31 日において受
けていた給料月額と付則第５項および第６項の規定による給料の額との合計額に」とする。 

４ 平成 27 年４月１日から平成 30 年３月 31 日までの間における第 16 条の規定の適用について
は、同条中「１００分の７．５」とあるのは「１００分の７．５を超えない範囲内で理事長が定
める割合」とする。 

５ 平成 27 年４月１日から平成 30 年３月 31 日までの間における第 19 条の規定の適用について
は、同条中「３０，０００円」とあるのは「３０，０００円を超えない範囲内で理事長が定める
額」とする。 

 
   付 則 
１ この規程は、平成２８年３月１５日から施行し、第１３条の規定、別表第１から別表第４ま

でおよび第２９条の規定は平成２７年４月１日から適用する。 
 
２ 平成２７年１２月に支給する勤勉手当に関する第２９条第２項各号の規定については、

同項第１号中「１００分の８０」とあるのは「１００分の８５」と、「１００分の１００
」とあるのは「１００分の１０５」と、同項第２号中「１００分の３７．５」とあるのは
「１００分の１００分の４０」と、「１００分の４７．５」とあるのは「１００分の５０
」とする。 

 
３ 平成２８年３月１５日改正施行後の公立大学法人滋賀県立大学職員給与規程の規定を適

用する場合においては、改正前の公立大学法人滋賀県立大学職員給与規程の規定に基づい
て支給された給与は、平成２８年３月１５日改正施行後の公立大学法人滋賀県立大学職員



給与規程の規定による給与の内払とみなす。 
 

付 則 
１ この規程は、平成２９年１月１０日から施行し、第１３条の規定、別表第１から別表第４ま

でおよび第２９条の規定は平成２８年４月１日から適用する。 
 
２ 平成２９年度に支給する扶養手当に関する第１４条および第１５条の規定については、

読替対照表１による。 
 
３ 平成３０年度に支給する扶養手当に関する第１４条および第１５条の規定については、

読替対照表２による。 
 
４ 平成３１年度に支給する扶養手当に関する第１４条および第１５条の規定については、

読替対照表３による。 
 
５ 平成２８年１２月に支給する勤勉手当に関する第２９条第２項各号の規定については、

同項第１号中「１００分の８５」とあるのは「１００分の９０」と、「１００分の１０５
」とあるのは「１００分の１１０」と、同項第２号中「１００分の４０」とあるのは「１
００分の４２．５」と、「１００分の５０」とあるのは「１００分の５２．５」とする。 

 
６ 平成２９年１月１０日改正施行後の公立大学法人滋賀県立大学職員給与規程の規定を適

用する場合においては、改正前の公立大学法人滋賀県立大学職員給与規程の規定に基づい
て支給された給与は、平成２９年１月１０日改正施行後の公立大学法人滋賀県立大学職員
給与規程の規定による給与の内払とみなす。 

 
付 則 

１ この規程は、平成２９年１２月２７日から施行し、第１３条の規定、別表第１から別表第３
までおよび第２９条の規定は平成２９年４月１日から適用し、第１４条の規定および第２４条
の規定は平成３０年４月１日から適用する。 

 
２ 平成２９年度に支給する扶養手当に関する第１４条第２項第２号に該当する扶養親族たる子

については、１人につき７，５００円とする。 
 
３ 平成２９年１２月に支給する勤勉手当に関する第２９条第２項各号の規定については、同項

第１号中「１００分の９０」とあるのは「１００分の９５」と、「１００分の１１０」とあるの
は「１００分の１１５」と、同項第２号中「１００分の４２．５」とあるのは「１００分の４
５」と、「１００分の５２．５」とあるのは「１００分の５５」とする。 

 
４ 平成２９年１２月２７日改正施行後の公立大学法人滋賀県立大学職員給与規程の規定を適用

する場合においては、改正前の公立大学法人滋賀県立大学職員給与規程の規定に基づいて支給
された給与は、平成２９年１２月２７日改正施行後の公立大学法人滋賀県立大学職員給与規程
の規定による給与の内払とみなす。 

 
   付 則 
 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 
 

付 則 
１ この規程は、平成３１年１月８日から施行し、第１３条の規定、別表第１から別表第３まで

および第２９条の規定は平成３０年４月１日から適用し、第１４条の規定および第２６条の規
定は平成３１年４月１日から適用する。 

 
２ 平成３０年度に支給する扶養手当に関する第１４条第２項第２号に該当する扶養親族たる子

については、１人につき８，７００円とする。 
 
３ 平成３０年１２月に支給する期末手当に関する第２６条第２項および第３項の規定について

は、同条第２項中「１００分の１３０」とあるのは「１００分の１３７．５」と、「１００分の
１１０」とあるのは「１００分の１１７．５」と、同条第３項中「１００分の１３０」とあるの
は「１００分の８０」と、「１００分の１１０」とあるのは「１００分の７０」とする。 

 
４ 平成３０年１２月に支給する勤勉手当に関する第２９条第２項各号の規定については、同項

第１号中「１００分の９２．５」とあるのは「１００分の９５」と、「１００分の１１２．５」
とあるのは「１００分の１１５」と、同項第２号中「１００分の４５」とあるのは「１００分の



４７．５」と、「１００分の５５」とあるのは「１００分の５７．５」とする。 
 
５ 平成３１年１月８日改正施行後の公立大学法人滋賀県立大学職員給与規程の規定を適用する

場合においては、改正前の公立大学法人滋賀県立大学職員給与規程の規定に基づいて支給され
た給与は、平成３１年１月８日改正施行後の公立大学法人滋賀県立大学職員給与規程の規定に
よる給与の内払とみなす。 

 
付 則 

１ この規程は、令和２年１月７日から施行し、別表第１から別表第３までの規定は平成３１年
４月１日から、第２９条の規定は令和元年１２月１日から、第１７条および付則第４項から第
６項までの規定は令和２年４月１日から適用する。 

 
２ 令和元年１２月に支給する勤勉手当に関する第２９条第２項各号の規定については、同項第

１号中「１００分の９５」とあるのは「１００分の９７．５」と、「１００分の１１５」とある
のは「１００分の１１７．５」とする。 

 
３ 令和２年１月７日改正施行後の公立大学法人滋賀県立大学職員給与規程（以下「給与規程」

という。）の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された
給与は、令和２年１月７日改正施行後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。 

 
４ 第１７条の規定の適用の日（以下この項において「一部適用日」という。）の前日において

改正前の給与規程第１７条の規定により支給されていた住居手当の月額が２，０００円を超え
る職員であって、一部適用日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅（貸間を含む。）
を借り受け、家賃（使用料を含む。以下この項において同じ。）を支払っているもののうち、次
の各号のいずれかに該当するもの（理事長が定める職員を除く。）に対しては、一部適用日か
ら令和３年３月３１日までの間、改正後の給与規程第１７条の規定にかかわらず、当該住居手
当の月額に相当する額（当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当す
る額を超えない範囲内で理事長が定める額。第２号において「旧手当額」という。）から２，０
００円を控除した額の住居手当を支給する。 

 (１) 改正後の給与規程第１７条第１項各号のいずれにも該当しないこととなる職員 
 (２) 旧手当額から改正後の給与規程第１７条第２項の規定により算出される住居手当の月額
に相当する額を減じた額が２，０００円を超えることとなる職員 

 
５ 当分の間、第１６条の規定の適用については、同条中「給料、管理職手当および扶養手当の

月額の」とあるのは「給料月額と、給料の調整額、管理職手当および扶養手当の月額の合計額
に、６分の７．５を乗じて得た額との」と、「１００分の７．５」とあるのは「１００分の６」
とする。ただし、職員の他の給与の額および勤務１時間当たりの給与額の算出の基礎となる場
合の当該職員の地域手当の月額に係る同条の規定の適用については、この限りでない。 

 
６ 当分の間、別表第１から別表第３に規定する給料表に定める職務の級における各号給の給料

月額は、これらの給料表に定める職務の級における各号給の給料月額（以下この項において「調
整前給料月額」という。）に、１００分の１０１．４１５２を乗じて得た額（その額に１円未満
の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）とする。ただし、手当（地域手当にあっては、他
の給与の額の算出の基礎となる場合に限る。）の額および勤務１時間当たりの給与額の算出の
基礎となる給料月額は、調整前給料月額とする。 

 
   付 則 
 この規程は、令和２年６月１５日から施行し、別表第５は令和２年４月１日から適用する。 
 

付 則 
１ この規程は、令和２年１０月１９日から施行し、令和２年８月１日から適用する。 
 
２ 令和２年度において、第１９条の２第１項の規定により別表第７の２の区分欄に掲げる特別

選抜試験の委員等を務める者が、特別選抜試験の追試験業務に従事する場合は、別表第７の２
の委員等の区分に応じた手当額に付則別表に掲げる委員等の区分に応じた追試験業務に係る手
当額を加算して支給する。この場合において追試験業務のみ従事する教員は、付則別表に掲げ
る委員等の区分に応じた追試験業務に係る手当額のみ支給する。 

 
３ 令和２年度において、別表第７の２の区分欄に掲げる特別選抜試験の委員等を務め入試業務

に従事する教員が、任期の途中で追試験業務に従事しなくなった場合および任期の途中から追
試験業務に従事した場合の追試験業務に係る手当額の支給については、第１９条の２第２項の



規定を準用する。追試験業務のみ従事する教員についても同様とする。 
 
 付則別表 
 

 
区 分 

追試験業務に係る 
手当額 

 
特別 
選抜 
 

出題・採点委員 １３，３３３円 
出題・採点委員（実技） ６，６６６円 
採点委員 ５，０００円 
点検委員 ７，１１１円 
面接委員 ８，０００円 

 
付 則 

１ この規程は、令和２年１１月３０日から施行する。 
 
２ 令和２年１２月に支給する期末手当に関する第２６条第２項および第３項の規定の適用につ

いては、同項中「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の１２５」と、「１００分の１
０７．５」とあるのは「１００分の１０５」とする。 

 
付 則 

１ この規程は、令和３年４月１日から施行する。 
 
２ 当分の間、改正後の規定にかかわらず、教員についての人事評価にかかる項目は、なお従前

の例による。 
 
３ 第１９条の２第１項の規定により別表第７の２の区分欄に掲げる特別選抜試験の委員等を務

める者が、特別選抜試験の追試験業務に従事する場合は、別表第７の２の委員等の区分に応じ
た手当額に付則別表に掲げる委員等の区分に応じた追試験業務に係る手当額を加算して支給す
る。この場合において追試験業務のみ従事する教員は、付則別表に掲げる委員等の区分に応じ
た追試験業務に係る手当額のみ支給する。 

 
４ 別表第７の２の区分欄に掲げる特別選抜試験の委員等を務め入試業務に従事する教員が、任

期の途中で追試験業務に従事しなくなった場合および任期の途中から追試験業務に従事した場
合の追試験業務に係る手当額の支給については、第１９条の２第２項の規定を準用する。追試
験業務のみ従事する教員についても同様とする。 

 
 付則別表 
 

 
区 分 

追試験業務に係る 
手当額 

 
特別 
選抜 
 

出題・採点委員 ２０，０００円 
出題・採点委員（実技） １０，０００円 
採点委員 ５，０００円 
点検委員 ８，０００円 
面接委員 ８，０００円 

 
付 則 

１ この規程は、令和４年４月１日から施行する。 
 
２ 令和４年６月に支給する期末手当の額は、第２６条第２項もしくは第３項の規定にかかわら

ず、同項の規定により算定される期末手当の額（以下この項において「基準額」という。）か
ら、職員給与規程等（この規程、公立大学法人役員報酬規程、公立大学法人滋賀県立大学契約
職員給与規程または公立大学法人滋賀県立大学無期転換契約職員給与規程をいう。以下この項
において同じ。）の規定により令和３年１２月に支給された期末手当の額に、同月１日（同日
前１箇月以内に退職した者にあっては、当該退職した日）における次の各号に掲げる職員等（職
員給与規程等の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。）の区分ごとに、それぞれ
当該各号に定める割合を乗じて得た額（以下この項において「調整額」という。）を減じた額
とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。 
(1) 次号および第３号に掲げる職員等以外の職員等 次に掲げる職員等の区分に応じ、それぞ
れ次に定める割合 

ア イおよびウに掲げる職員等以外の職員  １２７．５ 分の１５ 



イ 職員給与規程第２６条第２項に規定する特定幹部職員（次号イにおいて「特定幹部職員」
という。） １０７.５分の１５ 

ウ 公立大学法人役員報酬規程の適用を受ける職員 １６７．５分の１０  
(2) 職員給与規程第２６条第３項に規定する再雇用職員 次に掲げる職員等の区分に応じ、そ
れぞれ次に定める割合 

ア イに掲げる職員等以外の職員 ７２．５分の１０ 
イ 特定幹部職員 ６２．５分の１０  
(3) 契約職員等（公立大学法人滋賀県立大学職員就業規則第３条第２号から第４号に規定する
職員をいう。）  １２７．５分の５ 

 
付 則 

１ この規程は、令和４年１２月２８日から施行し、第１４条および別表第１から別表第３
までの規定は令和４年４月１日から、第２９条の規定は令和４年１２月１日から適用する
。 

 
２ 令和４年１２月に支給する勤勉手当に関する第２９条第２項各号の規定については、同

項第１号中「１００分の１００」とあるのは「１００分の１０５」と、「１００分１２０
」とあるのは「１００分の１２５」とし、同項第２号中「１００分の４７．５」とあるの
は「１００分の５０」とし、「１００分の５７．５」とあるのは「１００分の６０」とす
る。 

 
３ 令和４年１２月２８日改正施行後の公立大学法人滋賀県立大学職員給与規程（以下「給

与規程」という。）の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づい
て支給された給与は、令和４年１２月２８日改正後の給与規程の規定による給与の内払と
みなす。 

 
   付 則 
１ この規程は令和５年４月１日から施行する。 
 
 （給料月額に関する特例） 
２ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が 60 歳に達した日後における最初の４月１日（付則

第４項において「特定日」という。）以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第
５条第３項の規定により当該職員の属する職務の級ならびに第６条、第７条第２項ならびに第
８条第２項および第３項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に 100 分の 70 を乗じ
て得た額（当該額に、50 円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50 円以上 100 円未満の
端数を生じたときはこれを 100 円に切り上げるものとする。）とする。 

  ただし、教育職給料表適用者は除く（以下、第３項から第９項まで同じ） 
 
３ 前項の規定は、公立大学法人滋賀県立大学職員就業規則第３１条の５第１項または第２項の
規定により異動期間（同条第１項に規定する異動期間をいう。）（これらの規定により延長さ
れた期間を含む。）が延長された同規則第３１条の１に掲げる職を占める職員には適用しない。 

 
４ 公立大学法人滋賀県立大学職員就業規則第３１条の４に規定する他の職への降任等をされた

職員であって、当該他の職への降任等をされた日（以下この項および付則第６項において「異
動日」という。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則
第２項の規定により当該職員の受ける給料月額（以下この項において「特定日給料月額」とい
う。）が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に 100 分の 70 を乗じて得た額（当該額
に、50 円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50 円以上 100 円未満の端数を生じたとき
はこれを 100 円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。）に
達しないこととなる職員（理事長が定める職員を除く。）には、当分の間、特定日以後、付則第
２項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額
に相当する額を給料として支給する。 

 
５ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第５

条第３項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合
における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、
「第５条第３項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該
職員の受ける給料月額」とする。 

 
６ 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（付則第２項の規定の適用を受ける職

員に限り、付則第４項に規定する職員を除く。）であつて、同項の規定による給料を支給され
る職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額の



ほか、理事長が定めるところにより、同項および付則第５項の規定に準じて算出した額を給料
として支給する。 

 
７ 付則第４項または前項の規定による給料を支給される職員に対する第２６条第５項（第２９

条第４項において読み替えて準用する場合を含む。）および規程（令和２年１月７日施行）付
則第５項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と付
則第４項または第６項の規定による給料の額との合計額」とする。 

 
８ 付則第２項から前項までに定めるもののほか、付則第２項の規定による給料月額、付則第４

項の規定による給料その他付則第２項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、理事長
が別に定める。 

 
９ 当分の間、別表第２および別表第３に規定する給料表に定める職務の級における各号給の給

料月額は、これらの給料表に定める職務の級における各号給の給料月額（付則第２項の規定の
適用を受ける職員にあっては、同項の規定により受ける給料月額（付則第４項または第６項の
規定による給料を支給される職員にあっては、当該給料月額とこれらの規定による給料の額と
の合計額）。以下この項において「調整前給料月額」という。）に、１００分の１０１．４１５
２を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）とする。
ただし、手当（地域手当にあっては、他の給与の額の算出の基礎となる場合に限る。）の額お
よび勤務１時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額は、調整前給料月額とする。 

 
付 則 

１ この規程は、令和５年１２月２７日から施行し、第１４条および別表第１から別表第３
までの規定は令和５年４月１日から、第２９条の規定は令和５年１２月１日から適用する
。 

 
２ 令和５年１２月に支給する期末手当に関する第２６条第２項各号の規定については、同

項第１号中「１００分の１２２．５」とあるのは「１００分の１２５」と、「１００分１
０２．５」とあるのは「１００分の１０５」とし、同条第３項中「１００分の６８．７５
」とあるのは「１００分の７０」とし、「１００分の５８．７５」とあるのは「１００分
の６０」とする。 

 
３ 令和５年１２月に支給する勤勉手当に関する第２９条第２項各号の規定については、同

項第１号中「１００分の１０２．５」とあるのは「１００分の１０５」と、「１００分１
２２．５」とあるのは「１００分の１２５」とし、同項第２号中「１００分の４８．７５
」とあるのは「１００分の５０」とし、「１００分の５８．７５」とあるのは「１００分
の６０」とする。 

 
４ 令和５年１２月２７日改正施行後の公立大学法人滋賀県立大学職員給与規程（以下「給

与規程」という。）の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づい
て支給された給与は、令和５年１２月２７日改正後の給与規程の規定による給与の内払と
みなす。 

 
付 則 

１ この規程は、令和７年１月１０日から施行し、第１３条および別表第１から別表第３ま
での規定は令和６年４月１日から、第２９条の規定は令和６年１２月１日から適用する。 

 ただし、第１３条第１項中「５１，６００円」とあるのは、令和５年４月１日から令和６
年３月３１日までは「５１，１００円」とする。 

 
２ 令和６年１２月に支給する期末手当に関する第２６条第２項各号の規定については、同

項第１号中「１００分の１２５」とあるのは「１００分の１２７．５」と、「１００分１
０５」とあるのは「１００分の１０７．５」とし、同条第３項中「１００分の７０」とあ
るのは「１００分の７１．２５」とし、「１００分の６０」とあるのは「１００分の６１
．２５」とする。 

 
３ 令和６年１２月に支給する勤勉手当に関する第２９条第２項各号の規定については、同

項第１号中「１００分の１０５」とあるのは「１００分の１０７．５」と、「１００分１
２５」とあるのは「１００分の１２７．５」とし、同項第２号中「１００分の５０」とあ
るのは「１００分の５１．２５」とし、「１００分の６０」とあるのは「１００分の６１
．２５」とする。 

 
４ 令和７年１月１０日改正施行後の公立大学法人滋賀県立大学職員給与規程（以下「給与

規程」という。）の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて
支給された給与は、令和７年１月１０日改正後の給与規程の規定による給与の内払とみな



す。 
 
   付 則 
１ この規程は令和７年４月１日から施行する。 
 
２ 令和７年４月１日（以下「切替日」という。）の前日において別表第１から別表第３までの
給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が付則別表に
掲げられている職務の級であったものの切替日における号給（同表において「新号給」という。）
は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級および同日においてその者が受けていた
号給（同表において「旧号給」という。）に応じて同表に定める号給とする。 
 
３ 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員および理事長が定めるこれに準ずるものをし
た職員の新号給については、その者が切替日において当該異動または当該準ずるものをしたもの
とした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長が定めるところにより、必要な調
整を行うことができる。 
 
４ 切替日から令和８年３月３１日までの間における第１４条の規定の適用については、同条第
１項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第６号に該当する扶養親族
に係る扶養手当は、一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級であるものおよび同
表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして理事長が定め
る職員に対しては」と、同条第２項中「（５）心身に著しい障害を有する者」とあるのは「（５）
心身に著しい障害を有する者」「（６）配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に
ある者を含む。）」と、同条第３項中「１３，０００円」とあるのは「１１，５００円」と、「と
する」とあるのは「、前項第６号に該当する扶養親族については３，０００円とする」とする。 
 
５ 当該規程第１８条および第１９条の規定は、切替日前に新たに当該規程の適用を受ける職員
となった者にも適用する。 
 
６ 当分の間、職員の地域手当の月額（当該職員の他の給与の額および勤務１時間当たりの給与
額の算出の基礎となる場合を除く。）に係る第１６条の規定の適用については、同条中「給料、
管理職手当および扶養手当の月額の」とあるのは「給料月額と、給料の調整額、管理職手当およ
び扶養手当の月額の合計額に５．７分の７．５を乗じて得た額」とし、職員の地域手当の月額（当
該職員の他の給与の額および勤務１時間当たりの給与額の算出基礎となる場合に限る。）に係る
同条の規定の適用については、同条中「１００分の５．７」を「１００分の７．５」とする。 
 
７ 当分の間、別表第１から別表第３までに規定する給料表に定める職務の級における各号給の
給料月額は、これらの給料表に定める職務の級における各号給の給料月額（以下この項において
「調整前給料月額」という。）に、１００分の１０１．７０３を乗じて得た額（その額に１円未満
の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とする。ただし、手当（地域手当にあっては、他の
給与の額の算出の基礎となる場合に限る。）の額および勤務１時間当たりの給与額の算出の基礎
となる給料月額は、調整前給料月額とする。 
 

付 則 
１ この規程は、令和７年１２月２６日から施行し、第１３条、別表第１から別表第３までおよ

び別表第６の規定は令和７年４月１日から、第２６条および第２９条の規定は令和７年１２月
１日から適用する。 

 
２ 令和７年１２月に支給する期末手当に関する第２６条第２項各号の規定については、同項第

１号中「１００分の１２６．２５」とあるのは「１００分の１２７．５」と、「１００分１０
６．２５」とあるのは「１００分の１０７．５」とし、同条第３項中「１００分の７１．２５
」とあるのは「１００分の７２．５」とし、「１００分の６１．２５」とあるのは「１００分
の６２．５」とする。 

 
３ 令和７年１２月に支給する勤勉手当に関する第２９条第２項各号の規定については、同項第

１号中「１００分の１０６．２５」とあるのは「１００分の１０７．５」と、「１００分１２
６．２５」とあるのは「１００分の１２７．５」とし、同項第２号中「１００分の５１．２５
」とあるのは「１００分の５２．５」とし、「１００分の６１．２５」とあるのは「１００分
の６２．５」とする。 

 
４ 令和７年１２月２６日改正施行後の公立大学法人滋賀県立大学職員給与規程（以下「給与規

程」という。）の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給さ
れた給与は、令和７年１２月２６日改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。 

 



 付則別表 
 
１ 育職給料表の適用を受ける職員の新号給 

 職   務   の   級 

旧号給 ２級 ３級 ４級 

１ １ １ １ 

２ １ １ １ 

３ １ １ １ 

４ １ １ １ 

５ １ １ １ 

６ １ １ １ 

７ １ １ １ 

８ １ １ １ 

９ １ １ １ 

10 １ １ １ 

11 １ １ １ 

12 １ １ １ 

13 １ １ １ 

14 ２ １ １ 

15 ３ １ １ 

16 ４ １ １ 

17 ５ １ １ 

18 ６ ２ １ 

19 ７ ３ １ 

20 ８ ４ １ 

21 ９ ５ １ 

22 10 ６ １ 

23 11 ７ ２ 

24 12 ８ ２ 

25 13 ９ ２ 

26 14 10 ２ 

27 15 11 ３ 

28 16 12 ３ 

29 17 13 ３ 

30 18 14 ３ 

31 19 15 ４ 

32 20 16 ４ 

33 21 17 ４ 

34 22 18 ４ 

35 23 19 ５ 

36 24 20 ５ 

37 25 21 ５ 

38 26 22 ５ 

39 27 23 ６ 

40 28 24 ６ 

41 29 25 ６ 

42 30 26 ６ 

43 31 27 ７ 

44 32 28 ７ 

45 33 29 ７ 

46 34 30 ７ 

47 35 31 ８ 

48 36 32 ８ 

49 37 33 ８ 

50 38 34 ８ 

51 39 35 ９ 

52 40 36 ９ 



53 41 37 ９ 

54 42 38 ９ 

55 43 39 10 

56 44 40 10 

57 45 41 10 

58 46 42 10 

59 47 43 11 

60 48 44 11 

61 49 45 11 

62 50 46 11 

63 51 47 12 

64 52 48 12 

65 53 49 12 

66 54 50 12 

67 55 51 13 

68 56 52 13 

69 57 53 13 

70 58 54 13 

71 59 55 14 

72 60 56 14 

73 61 57 14 

74 62 58 14 

75 63 59 14 

76 64 60 15 

77 65 61 15 

78 66 62  

79 67 63  

80 68 64  

81 69 65  

82 70 66  

83 71 67  

84 72 68  

85 73 69  

86 74 70  

87 75 71  

88 76 72  

89 77 73  

90 78   

91 79   

92 80   

93 81   

94 82   

95 83   

96 84   

97 85   

98 86   

99 87   

100 88   

101 89   

102 90   

103 91   

104 92   

105 93   

 
 
 
 



２ 一般職給料表の適用を受ける職員の新号給 
 職   務   の   級 

旧号給 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

１ １ １ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ １ １ 

６ ２ １ １ １ １ １ 

７ ３ １ １ １ １ １ 

８ ４ １ １ １ １ １ 

９ ５ １ １ １ １ １ 

10 ６ ２ ２ １ １ １ 

11 ７ ３ ３ １ １ １ 

12 ８ ４ ４ １ １ １ 

13 ９ ５ ５ １ １ １ 

14 10 ６ ６ ２ １ １ 

15 11 ７ ７ ３ １ １ 

16 12 ８ ８ ４ １ １ 

17 13 ９ ９ ５ １ １ 

18 14 10 10 ６ ２ １ 

19 15 11 11 ７ ３ １ 

20 16 12 12 ８ ４ １ 

21 17 13 13 ９ ５ １ 

22 18 14 14 10 ６ １ 

23 19 15 15 11 ７ １ 

24 20 16 16 12 ８ ２ 

25 21 17 17 13 ９ ２ 

26 22 18 18 14 10 ２ 

27 23 19 19 15 11 ２ 

28 24 20 20 16 12 ３ 

29 25 21 21 17 13 ３ 

30 26 22 22 18 14 ３ 

31 27 23 23 19 15 ３ 

32 28 24 24 20 16 ３ 

33 29 25 25 21 17 ３ 

34 30 26 26 22 18 ４ 

35 31 27 27 23 19 ４ 

36 32 28 28 24 20 ４ 

37 33 29 29 25 21 ４ 

38 34 30 30 26 22 ４ 

39 35 31 31 27 23 ４ 

40 36 32 32 28 24 ４ 

41 37 33 33 29 25 ４ 

42 38 34 34 30 26 ５ 

43 39 35 35 31 27 ５ 

44 40 36 36 32 28 ５ 

45 41 37 37 33 29 ５ 

46 42 38 38 34 30  

47 43 39 39 35 31  

48 44 40 40 36 32  

49 45 41 41 37 33  

50 46 42 42 38 34  

51 47 43 43 39 35  

52 48 44 44 40 36  

53 49 45 45 41 37  

54 50 46 46 42 38  



55 51 47 47 43 39  

56 52 48 48 44 40  

57 53 49 49 45 41  

58 54 50 50 46 42  

59 55 51 51 47 43  

60 56 52 52 48 44  

61 57 53 53 49 45  

62 58 54 54 50   

63 59 55 55 51   

64 60 56 56 52   

65 61 57 57 53   

66 62 58 58 54   

67 63 59 59 55   

68 64 60 60 56   

69 65 61 61 57   

70 66 62 62 58   

71 67 63 63 59   

72 68 64 64 60   

73 69 65 65 61   

74 70 66 66 62   

75 71 67 67 63   

76 72 68 68 64   

77 73 69 69 65   

78 74 70 70 66   

79 75 71 71 67   

80 76 72 72 68   

81 77 73 73 69   

82 78 74 74 70   

83 79 75 75 71   

84 80 76 76 72   

85 81 77 77 73   

86 82 78 78    

87 83 79 79    

88 84 80 80    

89 85 81 81    

90 86 82 82    

91 87 83 83    

92 88 84 84    

93 89 85 85    

94 90      

95 91      

96 92      

97 93      

98 94      

99 95      

100 96      

101 97      

102 98      

103 99      

104 100      

105 101      

106 102      

107 103      

108 104      

109 105      

110 106      

111 107      



112 108      

113 109      

 
 
別表第１から別表第３ （別紙） 
 
別表第４（第５条関係）級別標準職務表 
１ 教育職給料表級別標準職務表 

職務の級                  標準職務 
１級 （１）助手の職務 

（２）助教の職務 

２級 講師の職務 

３級 准教授の職務 

４級 教授の職務 

 

２ 一般職給料表級別標準職務表 

職務の級                標準職務 

１級 主事の職務 
２級 

 

（１）主任主事の職務 

（２）相当高度の知識または経験を必要とする業務を行

 う主事の職務 
３級 

 

（１）係長、副主幹、主任主査または主査の職務 
（２）困難な業務または高度の知識経験を必要とする 

  業務を行う主任主事の職務 
４級 

 

（１）主幹または専門員の職務 

（２）困難な業務または高度の知識経験を必要とする業

   務を行う係長、副主幹、主任主査または主査の業務 
５級 

 

（１）課長補佐、室長補佐または副参事の職務 

（２）困難な業務または高度の知識経験を必要とする業

 務を行う主幹または専門員の職務 
６級 
 

 

（１）課長の職務 
（２）室長の職務 
（３）参事の職務 

（４）困難な業務を行う課長補佐、室長補佐または副参

事の職務 
７級 理事長が定める課長の職務 

８級 事務局次長の職務 

 
３ 技能労務職給料表級別職務表 

職務の級                    標準職務 
（１） 

 

（１）技術員の職務 

（２）船舶運転技術員の職務 

（２） 技師の職務 

 
別表第５（第１２条関係）管理職手当支給職表 

          管理職手当を支給する職    区分 

事務局次長  第一種 

課長（理事長の定める課長の職に限る。）  第二種 

課長（理事長の定める課長の職を除く。）、室長、参事、

研究院長および学部長 

 第三種 

理事長が別に定めるものの職  第四種 

 

 



別表第６（削除） 
 
別表第７（第１８条関係）自転車等を使用する場合の通勤手当額 

        使用距離（片道）          手当額 

   ５㎞未満         ２，５００円 

   ５㎞以上 １０㎞未満         ４，６００円 

  １０㎞以上 １５㎞未満         ７，０００円 

  １５㎞以上 ２０㎞未満        ９，４００円 

  ２０㎞以上 ２５㎞未満       １１，８００円 

  ２５㎞以上 ３０㎞未満       １４，２００円 

  ３０㎞以上       １６，６００円 

 
別表第７の２（第１９条の２関係）入試手当額表 
 

区 分 手当額 
 
一般
選抜 
 
 
 
 

主任出題委員（数学・理科・
英語・国語） 

８０，０００円 

出題・採点委員 ６０，０００円 
出題・採点委員（小論文） ３０，０００円 
出題・採点委員（実技） １５，０００円 
採点委員（点検委員含） ８，０００円 
採点補助員 ５，０００円 
面接委員 ８，０００円 

 
特別
選抜 
 

出題・採点委員 ２０，０００円 
出題・採点委員（実技） １０，０００円 
採点委員 ５，０００円 
点検委員 ８，０００円 
面接委員 ８，０００円 

 
別表７の３（第１９条の３関係） 大学入学共通テスト手当額表 

区 分 手当額 

試験実施本部員（公立大学法人滋賀県
立大学入学試験実施本部設置規程に規
定する職員であって、公立大学法人滋
賀県立大学入学試験委員会規程第４条
第１項第２号から第４号および同条第
２項（職員である者に限る。）に規定
する委員である者に限る。） 

１日につき１０，０００
円（従事した時間が１日
について４時間に満たな
かった場合は５，０００
円） 

試験監督者 

監督補助員 

 
別表第８（第２５条関係）管理職員特別勤務手当適用表 
 １ 週休日等における勤務 

管理職手当の支給区分 勤務１回につき ６時間を超える勤務１回につき 
第一種 １０，０００円        １５，０００円 
第二種または第三種    ６，０００円          ９，０００円 
第四種    ４，０００円          ６，０００円 

 
 ２ 週休日等以外の日における勤務 

管理職手当の支給区分 勤務１回につき 
第一種 ５，０００円 
第二種または第三種    ３，０００円 
第四種    ２，０００円 



 
別表第９（第２９条関係）勤勉手当の勤務期間の期間率表 

    勤務期間    期間率 

６箇月 １００分の１００ 

５箇月１５日以上６箇月未満 １００分の ９５ 

５箇月以上５箇月１５日未満 １００分の ９０ 

４箇月１５日以上５箇月未満 １００分の ８０ 

４箇月以上４箇月１５日未満 １００分の ７０ 

３箇月１５日以上４箇月未満 １００分の ６０ 

３箇月以上３箇月１５日未満 １００分の ５０ 

２箇月１５日以上３箇月未満 １００分の ４０ 

２箇月以上２箇月１５日未満 １００分の ３０ 

１箇月１５日以上２箇月未満 １００分の ２０ 

１箇月以上１箇月１５日未満 １００分の １５ 

１５日以上１箇月未満 １００分の １０ 

１５日未満 １００分の  ５ 

０               ０ 
 
 


